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(a) 製造プロセスの中で廃棄物の流れから取り出された材料。その発生と同一の工程で再使

用できる加工不適合品、研磨不適合品、スクラップなどの再利用を除く。また、製材の

副産物（例えば、おが屑、チップ、樹皮など）または林業の残渣物（樹皮、チップ、根

など）の使用も除く。これらの副産物の使用は、廃棄物の流れに該当しないからである。 

(b) 家庭から排出される材料、又は製品のエンドユーザとしての商業施設、工業施設及び各

種施設から本来の目的のためにはもはや使用できなくなった製品として発生する材料。

これには、流通経路から戻される材料を含む。 

注意書１：上記の定義は、ISO14021:1999「環境ラベル及び宣言－自己宣言による環境主張（タ

イプＩＩ環境ラベル表示）」の 7.8.1.1a）の１）と２）を参照している。ISO14021 では、（ａ）

がプレコンシューマ材料、（ｂ）がポストコンシューマ材料として定義されている。 

注意書 2：「その発生と同一の工程で再使用できる」とは一つの工程から発生する原材料が同一

のサイトの同一プロセスに連続的に投入されることを意味する。例えば、パネルボードの生産で

プレスによって発生した残渣物が、同じプレスラインに連続して再投入されることがあげられる。

これはリサイクル原材料とはみなされない。 

注意書 3：「日本古紙統計分類主要銘柄（公益財団法人古紙再生促進センター）」によって古紙の

グレードとして分類される原材料はリサイクル原材料の定義に見合うものと考える。 

2-25 移動パーセンテージ計算 

製品の製造や販売に先行する特定の期間に調達された投入原材料に基づいた認証パーセンテー

ジの計算 

2-26 単純パーセンテージ計算 

計算の対象となる製品に物理的に含まれる投入原材料に基づく認証パーセンテージの計算 

注意書：単純パーセンテージの計算の例としては、特定の印刷用に購買、使用される原材料に基

づいて認証率が計算される印刷業務などがある。 

2-27 供給者 

関連する製品グループに投入される原材料を直接供給する単一の主体で、明確な身元確認が可能

なもの。 

注意書１：原材料が、その原材料の所有権を持たない他の主体から物理的に入荷される場合 CoC

管理事業体は、所有権を有する主体か、または原材料を物理的に入荷する主体かの中から単一の

供給者を指定しなければならない。例えば、紙の流通企業から原材料を調達する印刷業者が、直

接製紙企業から入荷される場合、印刷業者は、販売業者または製紙企業のどちらかを供給者とし

て考えることができる。 

注意書 2：「供給者」という用語は、後続製品グループがある場合はＣｏＣ管理事業体内部の

供給者も含む。 

2-28 林野庁ガイドラインに基づく合法性証明 

日本国林野庁が平成 18年 2 月に作成公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明

のためのガイドライン」（以下林野庁ガイドラインという）に基づいた合法性証明（別添 参照） 
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3 原材料・製品原材料カテゴリーの確認 

3-1 入荷の段階における確認 

3-1-1 CoC 管理事業体は、CoC の製品グループに投入される原材料の入荷ごとに、調達された原

材料の確認及び検証に必要な情報を供給者から取得しなければならない。 

注意書１：入荷段階における確認において、CoC 管理事業体は、製品グループの CoC工程に投入

されるすべての原材料について、納品ごとに調達した原材料の構成比率等の原材料・製品原材料

カテゴリーを特定し、検証するために必要な資料を供給者から入手しなければならない。 

注意書２：入荷に伴う文書には、請求書や納品書を活用できる。 

3-1-2 個々の原材料／製品の入荷に関わる書類は、少なくとも下記情報を含まなければならな

い。 

① 入荷物の顧客としての組織の名称 

② 供給者の身元情報 

③ 製品確認情報 

④ その書類の対象である製品ごとの入荷量 

⑤ 入荷日／入荷期間／会計期間 

⑥ 上記に加えて、SGEC主張付き製品ごとに該当の書類は下記を含まなければならない。 

・該当する場合、関係書類の対象である主張製品ごとに原材料カテゴリーに関する正式主

張（認証原材料の認証率を含む） 

・供給者の CoC 認証書又は森林管理認証書の認証取得者及び認証番号あるいは供給者の認

証状態を確認できるその他の文書 

3-1-3 入荷ごとに、CoC管理事業体は実行中の CoC主張の仕様書に従って調達原材料を「認証」

「中立」「その他」に分類しなければならない。 

3-2 供給者の段階における確認 

3-2-1 CoC管理事業体は、認証原材料のすべての供給者に、森林管理認証書、CoC 認証書、又は

その供給者の認証状態を確認できる他の書類のコピー、又はそれらの入手手段を要求しなければ

ならない。 

3-2-2 CoC 管理事業体は、認証原材料の供給者基準に基づき、前項の規定により受け取った書

類の有効期限、適用範囲によって供給者の認証状態を評価しなければならない。 

 

4 デューディリジェンスシステム（Due Diligence System DDS）に関する最低限の要求事項 

4-1 一般要求事項 

4-1-1 CoC 管理事業体は、調達された原材料が問題のある出処からのものであるリスクを最小

化するためのデューディリジェンスシステム（DDS）を実施しなければならない。 

4-1-2 SGEC-DDS は、CoC管理事業体においてその CoC に投入されるすべての林産原材料につい

て実施しなければならない。 
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 但し、以下の場合を除くものとする。 

① リサイクル原材料 

② CITESとの関連で該当する国際条約、国内法の順守を前提に、CITESの付属書ＩからⅢに

列挙される樹種に由来する原材料 

4-1-3 CoC 管理事業体の DDS は、当文書の［７］の要求事項を満たす CoC 管理事業体のマネジ

メントシステムによってサポートされなければならない。 

4-1-4 CoC管理事業体は、SGEC-DDS を次の３段階において実行しなければならない 

① 情報の収集 

② リスク評価 

③ 「注目すべき重大なリスク」供給材の管理 

4-1-5 CITES によって絶滅危惧種として分類された種に由来する原材料を調達する CoC 管理事

業体は、CITESやその他の国際条約（未批准の条約等を除く）及び国内法に規定される全ての規

則に従わなければならない。 

4-1-6 CoC管理事業体は、同事業体の SGEC-DDSの対象となる製品グループに、林産物の輸出入

に関する国際連合（UN）等の制裁が適用される国に由来する林産原材料を含めてはならない。 

4-1-7  CoC管理事業体は紛争木材を使用してはならない。 

4-1-8  CoC管理事業体は、同事業体の SGEC-DDSの対象となる製品グループに、当面遺伝子組替

作物に由来する林産物原材料に由来する原材料を含めてはならない。 

4-1-9 CoC 管理事業体は、原生林の人工林への転換を含む森林の他の用途への転用を由来とす

る木質原材料（SGEC文書 3の基準「2-1-3」及び「2-1-4」）を CoC管理事業体の DDS の対象とな

る製品に含めてはならない。 

 

4-2 情報の収集 

4-2-1 DDSは供給者から提供される情報に基づくものであり、CoC 管理事業体は下記の情報にア

クセスすることが可能でなければならない。 

① 取引上の名称と種類を含む該当原材料／製品の確認 

② 一般名または下記の注意書に該当する場合は学名による該当原材料／製品に含まれる樹

種の確認 

③ 該当原材料が伐採された国及び下記の注意書に該当する場合は国内地域またはコンセッ

ション名 

注意書１：一般名の使用が該当樹種の確認上に誤解を生むリスクがある場合は、その樹種の学名

を入手しなければならない。 

注意書 2：取引名称が全ての樹種が「問題がある出処」に由来するリスクを等しく有する場合は、

当該樹種の取引名称の使用は一般名の使用と同等と考えることとする。 

注意書 3：問題がある出処に関して、当該国内の地域がその国全体のリスクと同等でない場合は、

該当地域レベルの原材料由来情報へのアクセスが求められる。 
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注意書 4：伐採コンセッションの用語は、公的に所有されている森林について所定の区域での長

期かつ独占的な伐採契約を意味する。 

注意書 5：「国／地域」の用語は、原材料／製品の由来の当該国内地域または伐採コンセッショ

ンを確認するために使用される。 

 

4-3 リスク評価 

認証付き製品を出荷する場合は、その生産のために投入されるすべての原材料について DDSを行

わなければならない。 

4-3-1 CoC管理事業体は、DDSの対象に含まれるすべての投入林産原材料のうち、問題がある出

処からの原材料調達について、リスク評価を実行しなければならない。但し、下記の場合を除く。 

① SGEC の認証書を有する供給者によって主張を付して供給された認証原材料／製品 

② SGEC の CoC 認証書を有する供給者によって主張を付して供給されたその他の原材料／製

品 

4-3-2 CoC 管理事業体のリスク評価に基づいて、供給品は「無視できるほど小さいリスク」ま

たは「注目すべき重大なリスク」のリスクカテゴリーに分類しなければならない。 

4-3-3 CoC管理事業体のリスク評価は下記項目の評価に基づいて実行しなければならない。 

① 供給品の国／地域、又は、供給品の樹種において問題のある出処として定められる行為

が発生する見込みの度合い。（以後、「由来レベルでの見込みの度合い」と呼ぶ） 

② 該当する供給連鎖（サプライチェーン）において、供給品が問題のある出処からのもの

であるかどうかを確認できない見込みの度合い。（以後、「供給連鎖レベルでの見込みの度

合い」と呼ぶ） 

注意書：「由来レベル」とは森林管理を指し、「供給連鎖（サプライチェーン）」とは原材料・製

品の CoC を含む経路を指す。 

4-3-4 CoC 管理事業体は、由来レベルでの見込みと供給連鎖レベルでの見込み、及びその組み

合わせに基づいてリスクを決定し、由来レベルでの見込みの度合い及び供給連鎖レベルでの見込

みの度合いの１つまたは両者が共に「高い」場合は「注目すべき重大なリスク」としてすべての

供給品を分類しなければならない。（図１参照） 
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図１：リスクのカテゴリー 
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4-3-5 供給品リスクの分類に使用する指標の一覧は表１～3の通りとする。 

この場合、指標に基づき供給品のリスク評価を行うに当たって、林野庁ガイドラインに基づく

合法性証明を検証の上活用することができる。 

注意書：由来及び供給連鎖のレベルにおいて「低い見込み」とする指標（表１）は、4-5 項で

示すプロセスを開始する前の、リスク軽減の第一歩としての選択肢を示すものである。（例：追

加情報の提供）それゆえ、もし供給品が供給連鎖または由来のレベルでの「見込みの度合いが低

い」ことを示す場合、表２、表３の評価を行う必要はない。 
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表 1：由来のレベル又は供給連鎖のレベルの見込みの度合いが「低」とされる指標（無視できる

ほど小さいリスク」） 

指標 

供給品： 

① SGECの認証書を保有する供給者によって主張を付して供給された認証原材料／製品 

② SGEC の CoC 認証書を有する供給者によって主張を付して供給されたその他の原材料

／製品 

（SGEC承認を受けていない）森林認証制度による認証品として宣言された供給品で、第三

者認証機関による森林管理認証書または CoC認証書による裏付けがあるもの 

問題がある出処の用語の対象に含まれる行為に焦点を当てた、森林認証制度以外の政府系

または非政府系の検証または認可システムによる検証を受けた供給品 

下記の事項が明確に確認できる検証可能な書類を伴う供給品 

 木材の伐採国及び／または伐採された国内地域（武力紛争の発生に関する考慮を含

む） 

 製品の取引名と種類、及び樹種の一般名名称及び「４－２－１の注意書」に該当する

場合は正式学名 

 該当供給連鎖にあるすべての供給者 

 該当供給品の由来である森林管理区域 

 「問題がある出処」に関する法令遵守を示す文書またはその他の信頼できる情報 

国際 NGO トランスペアレンシー・インターナショナル（Transparency International,TI）

の腐敗認識指数（Corruption Perceptions Index, CPI）が 50 以下の国の政府による文書

には特別の注意を払う必要がある。但し日本は 80 であり、日本産木材についてこれに該

当しない。 

注意書 1：EUTR（EU Timber Regulation EU木材規制）に沿った DDSによる木材検証結果で、

モニタリング組織による監査下にある場合は、その木材検証結果を供給品の合法性証明として使

用することができる。 

注意書 2：特定の区域へのアプローチによる「無視できるほど小さいリスク」の確認について

は、4-3-8項で解説される。 
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表 2：由来のレベルにおける「リスクが高く見込まれる度合い」の指標 

指標 

CPIが 50 以下の国（注） 

該当国で武力紛争が発生している。 

該当する国／地域において森林の統治や法制の実効の度合いが低水準と認識されている。 

原材料／製品に含まれる樹種が、「問題がある出処」に係る行為と関連すると認識されて

いる。 

（注）CPI が林業に関しては必ずしも適切であるとは限らないことを表明している。従って、よ

り適切な指数がある場合は、TI との協議の上 SGECとの事前合意を得てそれを使用することがで

きる。 

 

表 3：供給連鎖レベルにおける「リスクが高く見込まれる度合い」の指標 

指標 

業者及び手順が不明である。 

該当の木材または木材製品が取引された国／地域が不明である。 

当該関連製品に使用された樹種が不明である。 

該当供給チェーンに関わる企業による違法行為への関与を示す証拠がある。 

 

4-3-6 リスク評価は、供給者ごとに最初の入荷に対して実行しなければならない。評価は、レ

ビューされなければならず、必要があれば、少なくとも年に一度改訂しなければならない。 

4-3-7 4-2-1 項に列挙される事柄に関する変更があった個々の供給者については、リスク評価

は、入荷ごとに実行しなければならない。 

4-3-8 CoC管理事業体は、下記の条件を満たす特定の地理的区域からの入荷に関してはリスク評

価を実行した上で、「無視できるほど小さいリスク」を確認することができる。 

① CoC管理事業体は下記を常に更新していなければならない。 

（ア）該当特定区域の明確な規定 

（イ）該当区域から入荷される樹種のリスト 

（ウ）その供給源が確認された地理的区域からのものであり、かつ、確認された樹種である

ことを検証する適切な証拠 

② 表 2 及び表 3の指標が該当してはならない。 

③ 区域特定のリスク評価は、該当区域からの最初の入荷の前に実行しなければならない。 

④ 区域特定のリスク評価は、レビューを受けなければならず、①の変更がある場合には、

必要な場合は改定を行わなければならない。 

4-4 明示された根拠に基づくコメントまたは苦情 

4-4-1 CoC 管理事業体は、供給品について非合法又は問題がある出処に関連していないかとの
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第三者から根拠に基づく懸念が提示された時は、迅速に調査するものとする。その際、苦情が正

当であるとされた場合は、該当供給品に関連するリスクを（再）評価しなければならない。 

4-4-2 根拠に基づく懸念の場合、当初リスク評価から除外された原材料（4-3-1 項）は 4-3 項

の要求事項に従ってリスク評価しなければならない。 

 

4-5 「注目すべき重大なリスク」供給品の管理 

4-5-1 由来の確認 

4-5-1-1 「注目すべき重大なリスク」として評価された供給品に関して、可能な場合は、CoC

管理事業体は原材料を「無視できるほど小さいリスク」として分類できる追加的情報及び証拠を

提供するよう供給者に要求しなければならない。 

 供給者は、下記に係る事項について確実に行わなければならない。 

① 供給者は、該当する原材料の森林管理区域及び供給連鎖全体を確認するために、必要な

情報を当該 CoC 管理事業体に提供しなければならない。 

② CoC管理事業体が、供給者及びさらに川上の供給者の操業に関する第二者、又は第三者に

よる検査の実行を可能にする手配をしなければならない。 

注意書：これらの手順は、供給者の合意書または文書よる自己宣言書などで確認できる。 

4-5-1-2 CoC管理事業体は、「注目するべき重大なリスク」と分類された供給品に関する第二者

または第三者検証プログラムを構築しなければならない。検証プログラムは下記の事項を含まな

ければならない。 

① 該当の全供給連鎖及び該当の供給品の由来である森林管理区域の確認 

② 必要と考えられる場合は現場検査 

③ 必要に応じて、リスクの軽減、リスクの是正及びリスクの予防処置 

4-5-2 供給連鎖の確認 

4-5-2-1 CoC管理事業体は、「注目するべき重大なリスク」とされた供給品のべての供給者に対

して、該当の供給連鎖全体とその供給品の出処である森林管理区域に関する詳細な情報を要求し

なければならない。 

4-5-2-2 供給品が、供給連鎖の由来の確認の段階で表１の指標に従って「無視できるほど小さ

いリスク」と検証された場合、CoC管理事業体は森林管理区域までの供給連鎖全体を確認する必

要はない。 

4-5-2-3 提出された情報は、CoC 管理事業体による現場検査の計画及び実行を可能とするもの

でなければならない。 

4-5-3 現場検査 

4-5-3-1 CoC管理事業体の検証プログラムは、「注目すべき重大なリスク」供給品の供給者の現

場検査を含まなければならない。現場検査の実行は、CoC 管理事業体自身（第二者検査）、又は、

CoC 管理事業体に代わる第三者によるものとする。CoC 管理事業体は、問題のない出処からの原

材料であることに十分な信頼を置ける文書がある場合は、これをレビューすることによって現場
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検査に代替することができる。 

4-5-3-2 CoC管理事業体は、「注目すべき重大なリスク」に該当する供給品の由来及び問題のあ

る出処の定義に関連する法律に関する十分な知識と技量を有することを示さなければならない。 

4-5-3-3 現場検査が CoC 管理事業体に代わって第三者によって実行される場合は、CoC 管理事

業体はその第三者が前項で要求される法律に関する知識と技量を有することを示さなければな

らない。第三者は SGEC附属文書 2-10 にある力量の要求事項を満たさなければならない。 

4-5-3-4 CoC 管理事業体は、検証プログラムにより検証を受ける「注目すべき重大なリスク」

供給品のサンプルを決めなければならない。定期審査における各年のサンプル数は、各年の「注

目すべき重大なリスク」供給品の数の平方根以上でなければならない（ｙ＝√ｘ、少数点以下は

四捨五入）。 

前回の現場検査結果が当文書の目的を達成する上で効果的であることが判明している場合は、サ

ンプル数はその 0.8 を乗じて減らすことが出来る（すなわち、ｙ＝0.8√ｘ、小数点以下は切り上

げ）。 

4-5-3-5 現場検査は下記を対象に含まなければならない。 

① 原材料の由来に関する供給者の主張の適合性評価のため、該当する原材料の直接の供給

者及びその供給連鎖の川上にあるすべての供給者 

② 法的要求事項の遵守に関する評価を目的にして、供給品の由来である森林所有者／森林

管理区域の管理者またはその森林管理区域の管理行為に対する責任を有するその他の関係

者 

4-5-4 是正及び予防措置 

4-5-4-1 CoC 管理事業体は、その検証プログラムによって不履行を指摘された供給者に関する

是正措置を実施するための、文書による手順を定めなければならない。 

4-5-4-2 是正措置の対象範囲は不履行の度合いと重大さに基づいて決め、下記より少なくとも

一つ以上を含まなければならない。 

① 問題がある出処からの木材又は木材製品が CoC 管理事業体に供給されないことを確実に

するため、把握されたリスクについて、特定の期間内における該当リスクに対する取組の

要求を伴うもの 

② 供給者に対し、森林管理区域における法的要求事項の遵守または供給連鎖における情報

の流れの効率性に関するリスク軽減処置を定めることの要求 

③ 供給者が適切なリスク軽減の手段を実行したことを示すまで、木材または木材製品の契

約または注文の停止 

 

4-6 市場への出荷の禁止 

出処が不明または問題がある木・木材製品は、CoC管理事業体の CoC の対象範囲に含めてはなら

ない。 

違法な出処「問題がある出処 2-9 項（ａ）または（ｂ）」であることが既知であるか、または
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確かな疑いがある木材または木材製品については、供給された木材を「無視できるほど小さいリ

スク」に分類することを示す適切な証拠書類が検証されるまでは、加工、取引、または、市場等

への出荷をしてはならない。 

 

5 認証生産物の管理 

5-1 総論 

CoC管理事業体は、購入、加工、保管、出荷などの各工程において、認証原材料・製品を以下の

いずれかの方法によって管理しなければならない。 

 

5-2 物理的分離方式 

5-2-1 物理的分離方式に関する一般要求事項 

5-2-1-1 CoC管理事業体は、その認証原材料・製品がその他の原材料・製品（以下、「非認証原

料・製品」という。）に混合されない場合、若しくは認証原材料・製品が全工程において識別可

能である場合には、物理的分離方式により管理しなければならない。 

5-2-1-2 物理的分離方式を採用する場合には、CoC 管理事業体は購入、加工、保管、出荷の全

工程において確実に認証原材料・製品が分別され、識別できるようにしなければならない。 

5-2-1-2-1 前項の物理的分離の状態が、書類上でも確認でき、入荷・生産・出荷・在庫におい

て明示できるようにしなければならない。 

5-2-1-3 CoC 管理事業体は、認証原材料の含有比率が異なる製品についても、物理的分離方式

を採用することができる。 

注意書：CoC管理事業体は、パーセンテージ方式による同じ認証率の認証原材料を、異なる認証

率の主張の有無に関わらず、他の製品から理物的に分別することができる。（異なる認証率ごと

に分別、または同じ認証率同士の間でも分別することも可能） 

5-2-2 認証原材料／製品の分別 

5-2-2-1 物理的分離方式を採用する場合には、全 CoC 工程において明確に識別できるよう次の

いずれかの方法によって管理されなければならない。 

① 生産物と非認証生産物の保管場所、加工場所を区分する物理的な分離 

② 加工工程において、認証生産物と非認証生産物の取扱時間を区分する時間的な分離 

③ 加工工程における認証林産物と非認証生産物の恒常的・明瞭な識別 

 

5-3 パーセンテージ方式 

5-3-1 パーセンテージ方式の適用 

5-3-1-1 CoC 管理事業体は、その認証原材料・製品がその他の非認証原材料・製品と混合され

る場合にあって物理的分離方式によることが困難な場合には、パーセンテージ方式による管理が

されなければならない。 

5-3-2 製品グループの決定 
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5-3-2-1 CoC 管理事業体は、当該 CoC の対象となる特定の工程内で製造される製品を、一つの

製品グループとして取り扱うことができる。また、特定の工程内で、一部異なる工程によるもの

若しくは追加的工程を経て生産される製品を含め、一つ以上の製品グループとして定めることが

できる。 

5-3-2-2 製品グループは、「単一の製品タイプ」又は「樹種や分類などが同一または類似の投入

原料からなる製品グループ」でなければならない。 

5-3-2-3 製品グループに含める原材料は、同一の計算単位、または同一の計算単位に変換可能

な計算単位を使用しなければならない。 

5-3-2-4 製品グループは、CoC 管理事業体の単一のサイトで生産、加工される製品でなければ

ならない。 

5-3-2-5 前項の規定は、林業請負業者、輸送業者、貿易業者など、事業を行うサイトが明確に

特定できない CoC管理事業体及びその工程には適用されない。 

5-3-2-6 認証原材料の占めるパーセンテージの算定に当たっては、当文書 5-3-3 で定める要求

事項に基づき行わなければならない。 

5-3-3 認証率の計算 

5-3-3-1 CoC 管理事業体は、製品グループごと、及び特定の期間ごとに、次の計算式に従って

認証原材料の認証率を計算しなければならない。 

 Pc｛％｝＝Vc／（Vc＋Vo）×100 

 Pc；認証原材料の認証率 

 Vc；認証原材料の量 

 Vo；その他原材料の量 

注意書；認証原材料の認証率の計算に当たっては、中立原材料は含めない。但し、原材料の総計

の算定に当たっては、認証原材料及びその他の原材料に中立原材料を含めた合計となる。 

 （Vt＝Vc＋Vo＋Vn；Vt＝原材料の総量、Vn＝中立原材料の量） 

 

5-3-3-2 CoC 管理事業体は、認証原材料認証率の計算対象となるすべての原材料について単一

の計算単位を使用して計算しなければならない。単一の計算単位への変換を行う場合は、一般に

承認された変換率若しくは方法を使用しなければならない。仮に、一般に承認された適当な変換

率等がない場合には、妥当かつ信頼性のある変換率を規定して使用しなければならない。 

5-3-3-3 調達した製品に含まれる原材料のうち一部が認証原材料の場合、当該認証原材料の認

証率に相当する量のみを認証原材料として計算式に参入し、残余の原材料は、その他の原材料と

して計算しなければならない。 

5-3-3-4 CoC 管理事業体は、認証原材料の認証率を次のいずれかの方法に基づいて計算しなけ

ればならない。 

 単純パーセンテージ 

 又は、移動平均パーセンテージ 
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5-3-3-5 CoC 管理事業体が単純パーセントによる計算を採用する場合には、特定の製品グルー

プについて、当該製品グループに含有される特定の認証原材料の量に基づいて認証原材料の認証

率を計算しなければならない。 

5-3-3-6 CoC 管理事業体が移動平均パーセンテージによる計算を採用する場合には、特定の製

品グループについて、当該生産期間に先行する特定の期間内に投入された認証原材料の量に基づ

いてその認証率を計算しなければならない。なお、この場合の生産期間は 3 カ月を超えない期間

でなければならない。また、認証原材料投入期間は 12カ月を超えない期間でなければならない。 

例 生産期間を 3カ月、原材料投入期間を 12カ月と定めた CoC管理事業体は、次の 3 カ月間の

移動平均パーセンテージを、先行する 12 カ月に調達された原材料の量から計算しなければなら

ない。 

5-3-4 算出された認証率の生産品への振替 

5-3-4-1 平均パーセンテージ方式 

5-3-4-1-1 CoC 管理事業体が平均パーセンテージ方式を適用する場合には、算出した認証原材

料認証率を、計算対象の製品グループに含まれるすべての製品に対して使用しなければならない。 

例：3 カ月の期間の認証原材料認証率が 54％であるとき、製品グループに含まれるすべての製品

は、この生産期間において、54％の認証原材料を含有する認証製品として販売・移譲することが

できる。（「54％SGEC認証」と表記） 

5-3-4-2 ボリュームクレジット方式 

5-3-4-2-1 CoC 管理事業体は、単一の主張についてボリュームクレジット方式を適用しなけれ

ばならない。一つの入荷原材料についてその由来に関する複数の主張がある場合、認証率の計算

には、それを単一の不可分の主張として扱うか、受け取った主張のうちの一つのみを使用しなけ

ればならない。 

注意書；CoC管理事業体が二つの認証制度による主張がある単一の原材料を受け取る場合は、複

数主張として一つのクレジット勘定を作成して認証率を計算するか、または、どちらか一方を選

択して、該当するクレジット勘定にクレジット記帳をしなければならない。 

5-3-4-2-2 CoC 管理事業体は、ボリュームクレジットを次の一方を用いて計算しなければなら

ない。 

・認証率と製品生産量、または 

・投入原材料と歩留率 

5-3-4-2-3 ボリュームクレジットの算出に当たって、CoC 管理事業体が認証原材料の認証率を

適用している場合には、当該生産期間内の生産量に当該期間の認証原材料の認証率を掛けてボリ

ュームクレジットを算出しなければならない。 

例：生産期間内に含まれる製品グループの認証原材料の認証率が 54％で、生産された製品が 100

トンである場合、CoC 管理事業体は、生産品のうちの 54 トンに相当するボリュームクレジット

を得る。 

5-3-4-2-4 ボリュームクレジットを算出するに当たって、CoC 管理事業体が投入する認証原材
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料と産出される認証製品の間に検証可能な歩留率を示すことができる場合には、認証原材料の投

入量に歩留率を掛けて直接ボリュームクレジットを計算することができる。 

例：投入された認証原材料の量が 70ｍ３であり、歩留率が 0.60（すなわち、１ｍ３の丸太が 0.60

ｍ３の製材になる場合）である場合、CoC管理事業体は、42ｍ３の製材に相当するボリュームクレ

ジットを得る。 

5-3-4-2-5 CoC 管理事業体は、単一の計量単位を使用してクレジット勘定を作成・管理し、ボ

リュームクレジットを同勘定に加算しなければならない。クレジット勘定は、製品グループに含

まれる個別の製品タイプごとに、又は製品グループ全体に対し、同一の計量単位を適用して設定

しなければならない。 

5-3-4-2-6 クレジット勘定に蓄積されたクレジットの総量は、先行する 12カ月間に加算された

クレジットの合計を超えてはならない。 

 ただし、製造期間が 12 カ月を超える場合は、当該製品の平均製造期間まで延長することがで

きる。 

例：（乾燥期間を含む）薪の平均製造期間が 18ヶ月である場合、CoC管理事業体は、クレジット

の加算期間を最長 12ヶ月から 18ヶ月に延長することができる。 

5-3-4-2-7 CoC 管理事業体は、クレジット勘定の対象の生産品に、勘定からボリュームクレジ

ットを分配しなければならない。 

この場合、その方法は、当該認証製品が 100％認証原材料を含有、又は 100％以下で CoC 管理事

業体が独自で設定した基準の認証原材料を含有するものとしてクレジットを分配することがで

きる。なお、アカウントの数量については、認証製品の数量に認証製品に含まれる認証原材料の

認証率を掛けた数量を差し引かれなければならない。 

例：CoC管理事業体が 54トンのボリュームクレジットを生産品に分配することを決定した場合、

当該事業体は、認証原材料を 100％含有する認証製品として 54 トンを販売する、または、認証

原材料をｙ％含有する認証製品としてｘトンを販売することができる。この場合、ｘ×ｙ＝分配

されたボリュームクレジット。（例えば、77 トンの生産品を「70％認証製品」として販売するこ

とができる。この場合 77×0.7＝54トン。） 

5-3-4-3 認証材住宅 

5-3-4-3-1 住宅に使用される林産原材料をパーセンテージ方式で管理する場合、住宅の構造材

に占める認証材のパーセンテージを算出することができる。 

注意書：認証材住宅に認証材の占めるパーセンテージ（認証率）の算定に当たっては、SGEC 附

属文書 2-2 ロゴマークの使用要領で定める。 

 

6 認証生産物の販売・委譲と情報の伝達 

6-1 販売／譲渡された製品に関する文書 

6-1-1 CoC 管理事業体は、顧客に認証生産物を販売又は委譲する際、顧客に CoC 認証書又は認

証生産物の供給者としての適合性を確認できる文書のコピーを提供もしくはその入手手段を明
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示しなければならない。CoC 管理事業体は、認証範囲に変更がある場合は、顧客に通知しなけれ

ばならない。 

注意書：統合 CoC 管理事業体の認証において、個々のサイトが主たる認証書とは別の書類（主認

証書を引用する）を受け取っている場合は、その CoC 管理事業体（又はサイト）は顧客に対し、

その書類のコピーを主たる認証書と共に提供しなければならない。 

6-1-2 CoC認証の主張を伝達するために、CoC 管理事業体は販売又は移譲される製品の出荷に関

連する書類の種類を決めなければならない。正式主張を伴うその書類は、顧客ごとに発行しなけ

ればならない。CoC 管理事業体は、顧客に送られた同書類（原本）が変更できないように、同書

類のコピーを控えとして保管しなければならない。 

注意書１：「入荷に関連する書類」とは納品書とする。 

注意書２：各々の出荷に関連する書類とは、電子媒体を含む媒体と情報をその対象に含む。 

6-1-3 CoC管理事業体は、認証生産物の出荷にあたって、納品書等の文書に SGEC ロゴマークや

SGECの主張により SGEC認証生産物であることを明示するとともに、少なくとも以下の情報を記

載し顧客に提供しなければならない。 

① CoC管理事業体名及び認証番号、顧客名称 

② 該当する場合、該当書類の対象に含まれる主張付き製品ごとに、次の情報 

・ 製品の識別情報（種類、型番等） 

・ 認証付き製品ごとの出荷量 

・ 認証原材料の認証率を含む原材料のカテゴリーに関する正式な主張 

③ 出荷日（又は出荷期間、会計期間） 

注意書：「正式な主張」「認証書」については当ガイドラインと SGEC の定める他の文書に従う

こと。 

6-1-4 CoC 管理事業体は、認証生産物の入荷量・出荷量に係わる文書及びデータを、少なくと

も 5年間保管しなくてはならない。 

注意書：記録対象は媒体（電子媒体含む）と情報とする。 

 

6-2 ロゴマーク及びラベルの使用 

CoC管理事業体は、認証生産物を SGEC 附属文書 2-2「ＳＧＥＣロゴマークの使用要領」に基づき

適正に表示され、需要者に提供できるようにしなければならない。 

6-2-1 製品上使用あるいは製品外使用を問わず、CoC 認証に関連してロゴマークやラベルを使

用する CoC 管理事業体は、SGEC からの許可を得た上で、その許可の規則や条件を遵守して使用

しなければならない。 

注意書１：ＣｏＣ管理事業体がＳＧＥＣロゴマークやラベルを使用することを決めた場合は、Ｓ

ＧＥＣが定める使用についての規定はＣｏＣの要求事項の不可欠な一部分となる。 

注意書 2：SGECロゴマークの使用において、「許可」とは SGECが発行する有効なライセンスを意

味する。このライセンスの規定は SGEC 附属文書 2-2「ＳＧＥＣロゴマークの使用要領」及び附
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属文書 2-2-1「SGECロゴマークライセンスの発行について」による。 

6-2-2 CoC 管理事業体は、SGEC が定めるラベル貼付の適格基準を満たす認証製品に対してのみ

製品上のロゴマーク使用することができる。 

6-2-3 製品上に直接、またはその包装上に（ロゴマークやラベルの貼付がない場合）主張をす

る CoC管理事業体は、常に正式な主張をしなければならず、その主張をする CoC管理事業体の身

元は確認可能でなければならない。 

注意書：「正式な主張」とは、SGEC 附属文書 4-1、または、その他の文書において定める正確な

文言による主張を意味する。 

6-3  PEFCロゴ及びラベルの使用 

CoC管理事業体は、SGEC が PEFCとの相互承認以降においては SGEC認証材について PEFCロゴ及

びラベルの使用及び表示することができる。 

但し PEFCロゴ及びラベルを使用する場合は、、PEFC ST 2002「林産品の COC － 要求事項」及び」

同付属書１「PEFC 主張の仕様書」並びに PEFC ST 2001 PEFC ロゴ使用規則－要求事項に基づ

き適正に表示されなければならない。 

 

7 マネジメントシステムに関する最低限の要求事項 

7-1 一般要求事項 

この規格の下記の要素は、CoC プロセスの正確な実施と維持を確実にするためのものであり、CoC

管理事業体はこれに従ってマネジメントシステムを運営しなければならない。マネジメントシス

テムは、遂行される業務の種類、範囲、量に照らして適切でなければならない。 

注意書：この規格が定めるマネジメントシステムのための要求事項に適合するために、ＣｏＣ管

理事業体は品質マネジメントシステム（ISO9001:2008）又は環境マネジメントシステム

（ISO14001:2004）を利用することができる。 

7-2 認証生産物の管理責任者 

7-2-1 全般的な責任 

7-2-1-1 CoC 管理事業体は、この規格に従った CoC の要求事項の実施及び維持に対するコミッ

トメントを定め、文書化しなければならない。そのコミットメントは CoC管理事業体の人員、供

給者、顧客、及びその他の利害関係者が入手できるものでなければならない。 

7-2-1-2 CoC 管理事業体は、認証生産物の由来の確認、工程の管理、文書の管理、SGEC ロゴマ

ーク等表示ツールの管理を行うために、管理責任者を１名置かなければならない。 

7-2-1-3 CoC 管理事業体は、この規格への適合について定期的にレビューをしなければならな

い。 

注意書：内部監査の内容は ISO19011:2002を参考にできる。 

7-2-2 CoCに関する責任と権限 

CoCを実施する人員を定め、少なくとも下記の要素を含む CoC のプロセスに関わる人員上の責任

と権限の体制を確立しなければならない。 
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① 原材料の調達とその由来の確認 

② 物理的分離または認証率の計算を含む製品の加工、及び生産品への振替 

③ 製品の販売とラベル表示 

④ 記録の保持 

⑤ 内部監査及び不適合の管理 

⑥デューディリジェンスシステム（DDS） 

注意書：上記の責任と権限は重複可能 

 

7-3 CoC 手順の文書化 

7-3-1 CoC管理事業体は、CoCについての手順を文書化しなければならない。この文書には少な

くとも次の事項が含まれなければならない。 

① CoCに関する組織体制、責任、権限 

② 生産／取引プロセスの中の原材料のフローの記述（製品グループの定義を含む） 

③ この規格の下記を含むすべての要求事項を対象に含む CoC のプロセス 

・原材料のカテゴリー確認（カテゴリーの定義については SGEC附属文書 4-1参照） 

・認証原材料の物理的分離（物理的分離方式を適用する CoC管理事業体の場合） 

・製品グループの定義、認証率の計算、ボリュームクレジットの計算、クレジットアカウ

ントの管理（パーセンテージ方式を適用する場合） 

・製品の販売／移譲、オンプロダクトの主張及びオンプロダクトのラベル使用 

④ DDSの手順 

⑤ 内部監査、苦情処理の手順 

 

7-4 記録の保持 

7-4-1 CoC管理事業体は、この規格の要求事項への適合とその有効性、効率性を立証するため、

CoCに関する記録を作成、維持しなければならない。 

CoC 管理事業体は、CoC の対象である製品グループ（主張付き製品のグループ）に関し少なくと

も下記の記録を維持しなければならない。 

① 全ての認証原材料の供給者に関わる記録（森林管理認証書、CoC 認証書、または供給者が

認証原材料の供給者としての基準を満たしていることを確認できる他の書類のコピーを含

む。） 

② 生産に投入されるすべての原材料に関する記録（原材料のカテゴリーの主張及び該当投

入原材料の納品に関連する書類を含む。） 

③ 認証率の計算、認証率の生産量への振替、及び、該当する場合はボリュームクレジット

のクレジットアカウントの管理に関する記録 

④ 原材料のカテゴリーに関する主張及び生産品の出荷に関する書類などを含む、販売／移

譲されたすべての製品の記録 
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⑤ DDSの記録（リスク評価及び「注目すべき重大なリスク」供給品の管理に関する記録を含

む。） 

⑥ 内部監査、定期的な CoC のレビュー、発生した不適合及び取られた是正処置に関する記

録 

⑦ 苦情とその解決に関する記録 

7-4-2 CoC管理事業体は上記の記録を最低５年間は保管しなければならない。 

注意書：記録は電子媒体を含む媒体と情報をその対象とする。 

 

7-5 教育・研修 

7-5-1 人的資源／要員 

CoC管理事業体は、教育・研修責任者を選定するとともに、適切に CoC に係る業務を実施するた

めに、CoC関連要員に対して教育・研修を行わなければならない。 

7-5-2 技術的設備 

CoC管理事業体は、当ガイドラインの要求事項に適合する CoC 管理事業体の CoCの効果的実施と

維持に必要な基盤及び技術的設備を把握し、必要な施設等を提供し、維持しなければならない。 

 

7-6 検査と管理 

7-6-1 CoC 管理事業体は、少なくとも年次ベースでこの規格の全ての要求事項を対象範囲とす

る内部監査を実行し、必要があれば、是正、予防措置を取らなければならない。 

7-6-2 内部監査の報告は、少なくとも年に一度レビューされなければならない。 

 

7-7 苦情 

7-7-1 CoC 管理事業体は、供給者、顧客及び当該 CoC に関係するそのほかの個人・団体からの

苦情を処理するための手順を定めなければならない。 

7-7-2 苦情を受けた場合、組織は下記を実行しなければならない。 

① 苦情の申し立て者に対し該当の苦情を受理したことを伝える。 

② 苦情の評価とその妥当性確認に必要なすべての情報を収集、検証し、その苦情への対応

を決める。 

③ 該当の苦情への対応及びそのプロセスに関する決定を正式に申し立て者に伝える。 

④ 適切な是正、予防措置を確実に行う。 

 

7-8 委託・下請業務 

7-8-1 CoC 管理事業体は、当該 CoC 管理事業体のサイト及びそれ以外の場所で行われる生産・

加工・保管等を認証範囲において他の事業者に委託又は下請させることができる。この場合、CoC

管理事業体の CoCは、その CoCの対象である製品の製造に関係する委託・下請業者による活動も
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その対象範囲としなければならない。その活動場所が CoC 管理事業体の内であるか外であるかは

問わない。 

7-8-2 CoC 管理事業体は、委託又は下請を行う者（以下「外部委託事業体」という。）がその

他の原材料と分別された原材料の支給を CoC 管理事業体から受け、業務完了後に返却する場合、

又は当該 CoC管理事業体が、請け負わせて生産した製品の顧客への販売・移譲に関して責任を持

つ場合は、委託又は下請とみなす。 

注意書１：下請業の一例としては、CoCを有する印刷会社が裁断や綴込みを外注する場合がある。

この場合、印刷物は下請業者に転送され、下請業務が完遂したら印刷会社に返却される。 

注意書 2：原材料の調達または製品の販売に関与する団体は、その団体自身が CoC を実行しなけ

ればならない。「原材料の支給を CoC管理事業体から受け」及び「業務終了後に返却する」には、

原材料を供給者から CoC管理事業体に代わって直接受け取る場合、又は、下請け業者が CoC管理

事業体に代わって顧客に直接輸送する場合も含まれる。CoC管理事業体は、原材料の調達から販

売、製品情報の伝達までに関する要求事項を含めて認証される CoCのすべてのプロセスに責任を

負う。 

注意書 3：下請業務は、「5-3-2-4」項の「製品グループは同一のサイトで製造されるべきこと」

に関連して「5-3-2-5」項の規定に抵触しないものと考えられる。 

注意書 4: CoC 管理事業体は生産・加工・保管等の認定の範囲内で他の事業者に委託・請け負わ

せをさせる場合はその委託・請け負わせをさせる事業者を認証書に明記できる。 

7-8-3 CoC管理事業体は、自社の CoCに関わる下請け業務に関する全責任を負う。 

7-8-4 CoC 管理事業体は、組織の原材料／製品がその他の原材料や製品と分別されていること

を確実にする旨の書面による合意をすべての下請け業者から得なければならない 

7-8-5 CoC 管理事業体の内部監査プログラムは、下請業者の行為を対象に含まなければならな

い。 

 

8 CoCにおける社会、保健、安全上の要求事項 

8-1 適用範囲 

CoC管理事業体は、ILO基本条約（日本未批准条約を除く）及び未批准の ILO 条約第 105号及び

ILO条約第 111号を尊重し、関連する労働基準法及びその他の国内法令を遵守しなければならな

い。 

8-2 要求事項 

8-2-1 CoC 管理事業体は、この規格が定める社会、保健及び安全に関する要求事項の遵守する

宣言をしなければならない。 

8-2-2 上記宣言は下記の要求事項を含まなければならない。 

① 労働者は、結社の自由、代表者の選択及び雇用主との団体交渉上の妨げを受けない。 

② 強制労働を使用しない。 
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③ 雇用における法的最低年齢１５歳、または義務教育の年齢のうちの最高年齢以下にあた

る労働者を使用しない。 

④ 労働者は、就労機会と待遇の平等を否定されない。 

⑤ 労働条件が安全及び保健を脅かさない。 

 

 

附則 4 

2015.12.10  一部改正 

この改正文書(2015.12.10 改正)は、2016年１月１日から施行する。 

但し、SGEC認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまでの間は、移行期間とすることができ

るものとする。 
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SGEC附属文書    

4-1 2012 

理事会 

2016.1.1 

 

SGEC 認証原材料に関する文書 

 

１ 「SGEC認証」原材料に対する SGEC 主張の仕様書 

1-1 適用範囲 

この文書は SGEC認証原材料の要求事項について規定する。 

 

1-2 SGEC認証製品の表示 

SGEC認証原材料を含有する認証製品については、特に定めがあるもののほか「Ｘ％SGEC認証」

という主張を行わなければならない。 

 

1-3 投入原材料のカテゴリーに関する要求事項 

1-3-1 投入原材料のカテゴリーに関する要求事項は次の通りとする。 

（ａ）認証原材料： 

① 当面、遺伝子組み換え作物に由来する林産物ではないものとし、下記の文書を有する

者から「X％SGEC認証」の主張を伴って入荷されたものとする。 

・SGEC認証書を保有している者 

・供給者が SGEC認証書の対象範囲内に含まれることが確認される文書 

② リサイクル原材料（「SGEC認証」主張を伴って納品された製品以外） 

注意書；供給者が SGEC 認証書の対象範囲内に含まれることが確認される文書」とはグループ森

林管理認証若しくは統合 CoC 管理事業体の CoC認証で SGECが認める認証書の対象範囲にあるこ

とを明示する文書を有する場合に適用される。 

 

（ｂ）中立原材料： 

林産物以外の原材料 

（ｃ）その他の原材料： 

認証原材料以外の林産物原材料であり、下記のいずれかを有する供給者から「SGEC 管理材」

の主張が付された林産原材料を含む。 

・SGECの CoC認証書、または 

・供給者が SGECの CoC認証書の対象範囲に含まれることを確認する書類 

 

1-4 リサイクル原材料の含有量の計算 
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1-4-1 CoC管理事業体の CoC の対象となる製品にリサイクル原材料を含む場合は、同事業体は、

「環境ラベル及び宣言－自己宣言による環境主張－」のための国際基準（ISO14021）に基づきリ

サイクル原材料の含有率を計算し、要求に応じて、含有率を通知しなければならない。 

 

2 「SGEC管理材」原材料の SGEC主張に関する仕様書 

注意書：管理材原材料の元となる SGEC-DDSは、SGEC文書４ CoC 認証ガイドライン 4項にて解

説される。 

 

2-1 序論 

CoC管理事業体が、管理材として SGEC-DDS実行の対象である生産品への SGEC主張の使用を目的

に DDS を含む CoCを構築する場合、その仕様書は、SGEC 文書４「CoC認証ガイドラインの 4項」

の要求事項と併用されなければならない。 

 

2-2 正式な主張 

CoC 管理事業体は、DDS 実行の対象である生産品に関する情報の伝達において、「SGEC 管理材」

の主張をしなければならない。 

 

2-3 SGEC管理材の投入原材料に関する要求事項 

① 認証原材料： 

下記のいずれかを有する供給者による「X％SGEC認証」の主張が付された林産品。 

（ａ）SGECの認証書、または 

（ｂ）該当供給者が SGECの認証書の対象範囲にあることを確認する書類 

② 中立原材料： 

林産品以外 

③ その他の原材料： 

認証原材料以外の林産原材料で、下記のいずれかを有する供給者から「SGEC 管理材」の主

張を付して入荷されたものとする。 

（ａ）SGECの CoC認証書、または 

（ｂ）該当供給者が SGECの CoC認証書の対象範囲にあることを確認する書類 

注意書：「供給者が SGEC の認証書の対象範囲にあることを確認する書類」の用語は、グループ森

林管理認証の場合、及び統合 CoC管理事業体（グループ）CoC認証または DDS認証書（又はその

両方）の場合であって､供給者が SGECの認証書の適用範囲に言及する書類を有している場合に適

用される。 

 

附則 3 

2015.12.10  一部改正 
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この改正文書(2015.12.10 改正)は、2016年１月１日から施行する。 

但し、SGEC認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまでの間は、移行期間とすることができ

るものとする。 
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SGEC附属文書 

4-2-2 2012 

会長決済 

2015.4.1 

 

SGEC 特定プロジェクトの CoC 認証に関するガイド 

 

1 はじめに 

  このガイド文書は、PEFC GD 2001:2014「林産品のCoC－使用ガイド」の「付属書2：マルチ

サイト組織が実行するCOC 規格 ４ 本規格の要求事項をマルチサイト組織が実行する場合の責

任の範囲 付属文書１：特定のプロジェクトに関わるPEFC-COC の実行に関するガイダンス」に

準拠して策定したもので、この文書は、SGEC認証材・製品を使用する特定されたプロジェクトの

CoC認証に関するガイダンスを提供する。 

 

2 用語の定義 

SGEC文書 4「SGEC-CoC 認証ガイドライン」の関連定義及び下記の定義が適用する。 

2-1 管理主体 

管理主体とは、特定のプロジェクトの総合的な管理統制を行う組織とする。 

2-2 プロジェクト 

プロジェクトとは、明確に定義された有形の製品、機能的なユニットを形成する製品の１部分、

または機能上の１ユニットを形成する関連製品グループで、特定の一拠点（Site）で製造及び／

あるいは組み立てられたものである。（例外としては、一つの拠点で建造し、他の場所で艤装さ

れる船舶など統合された一連の拠点群がある） 

注意書１：このガイド文書で使用される「プロジェクト」という用語は SGEC文書 4 で使用され

る「製品グループ」と同義である。 

注意書２：プロジェクトの例としては、船舶、新スタジアムまたは事務所ビルの建設、または、

そうした船や建物などの改造などがある。 

 

2-3 プロジェクト・メンバー 

プロジェクト・メンバーとは、特定のプロジェクトのための原材料や製品の調達または据付けに

関わる組織とする。この場合、当該プロジェクトの拠点や拠点群以外の場所における製品・建造

物の製作・建造に関与する組織は含まない。 

2-3-1 管理主体とプロジェクト・メンバーの間で、当該 CoC の運用に関する覚書等の締結を行

うこととする。 

2-3-2 管理主体はプロジェクト・メンバーの名簿を作成し、変更のある場合は更新し、常に最

新のものを保持しなければならない。 
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3 プロジェクトの CoC認証の実施 

3-1 パーセンテージ方式（CoC 方式）の適用 

3-1-1 プロジェクト CoC は、プロジェクト全体に投入された認証原材料によって認証率が決め

られるパーセンテージ方式に基づくものとし、そのプロジェクトに投入された認証原材料の割合

によって算出される単一の認証率とする。 

 

3-2 パーセンテージ方式 

3-2-1 プロジェクト 

3-2-1-1 この規格は、特定のプロジェクトの CoC の工程が適用される製品グループに適用され

る。プロジェクトの CoC工程の生産に投入された原材料について、認証率の計算に使用された（ａ）

認証、（ｂ）中立、（ｃ）その他の原材料毎に確認と数量化を行う。 

3-2-1-2 プロジェクトは下記に限定される。 

（ａ）CoCの対象となる製品、または部分、または製品群 

（ｂ）該当のプロジェクトが製造される又は組み立てられる単一のサイト 

（ｃ）該当のプロジェクトが製造される又は組み立てられる期間 

3-2-1-3 プロジェクトとは、プロジェクト CoC 主張がなされる対象である製品、建築、または

その部分である。その例が下に示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-1-4プロジェクトは複数の製品（例：建物群）を対象範囲とすることができるが、そのよう

な場合は、それらすべてで単一の機能的ユニットが形成される。 

3-2-1-5 主張期間は、プロジェクトが製造または組み立てられる期間に相当する。 

 

3-3 原材料カテゴリーの確認 

3-3-1 管理主体は、当該プロジェクトのために管理主体が直接調達した資材・製品及びその他

のプロジェクト・メンバーが調達した資材・製品について SGEC付属文書 4-1「SGEC 認証の原材

CoC 主張 

 
・このスタジアム建築（補助材を含む）に使用

される木材のｘ％は SGEC 認証材です。 

・家屋建築プロジェクト「abc」の屋根部分

に使用された木材のｘ％は SGEC 認証材

です。 

・船舶「xyz 丸」の再建に使用された木材の

ｘ％は SGEC 認証材です。 

プロジェクトの対象範囲 

 
・建造物全体、例）補助材を含むスタジアム 

 
・家屋建造プロジェクト「abc」の屋根部分 

 
・船舶「xyz」丸の再建 
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料に関する文書」に基づき、当該原材料が、「認証」、「中立」又は「その他」の何れかに該当す

ること、及びその由来について確実に確認、検証しなければならない。 

3-3-2 入荷ごとに行うカテゴリー確認の対象となるのは、供給者、入荷日、入荷量（または重

量）及び認証原材料の認証率を含む正式主張である。 

3-3-3 認証原材料の各供給者の確認には、認証原材料の供給者基準を満たしていることを SGEC

森林管理認証書または CoC認証書によって検証することも含まれる。 

3-3-4 プロジェクト・メンバーは、管理主体に対して、当該プロジェクトへの投入資材・製品

のすべてを確認するために必要な資材・製品の受け取りに関する検証可能な情報を提供しなけれ

ばならない。 

 

3-4 認証率の計算 

3-4-1 プロジェクトに関する認証率は、当該プロジェクトに投入された原材料の認証率から算

出（SGEC文書４「5-3-3」）された単一の認証率とする。 

3-4-2 認証率の算定は、その算定の対象範囲に含まれているすべての原材料について共通の単

一の計算単位を基にしなければならない。プロジェクトに複雑多岐な製品が組み込まれている場

合は、単一の計量単位の決定が困難となる場合がある。管理主体が、正式な変換率や内部で決定

する嵩や重量の共通の計量単位を見出すことが不可能であることを示した場合は、その計算は単

一通貨の金額に基づくことができる。 

注意書：認証機関は、管理主体による通貨価値を使用した計算の決定の正当性を査定し、量、

重量、またはその他の適切で共通の条件が見出せない証拠の提示を要求する。 

 

3-5 算出された認証率の生産品への振替 

3-5-1 認証率は、平均パーセンテージ方式を使って生産品（定められたプロジェクト）に振替

られる。即ち、算出された認証率がプロジェクト全体について適用、告知されるものであり、そ

の構成部分についてこれをするものではない。 

 

3-6 認証の表示 

3-6-1 管理主体による認証率の最終的な算定は、すべての原材料が調達、納品され、更に当該

原材料について「認証」、「中立」、又は「その他」としてそれぞれ確認され、プロジェクトが終

了した段階で行い、表示することができる。 

 

3-6-2 管理主体が、プロジェクトの企画段階で供給者との間で交わされる確約、仕様書、契約

書等によって予定認証率を示すことができる場合は、プロジェクト終了前に予定認証率を表示す

ることができる。この場合、企画段階における認証率と納入された原材料による最終計算との間

の適合性は、管理主体の行う内部監査、及び認証機関の審査によって検証される。 

3-6-3 管理主体は、SGEC ロゴマークライセンスに基づいて SGEC ラベルやロゴマークを使用す
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ることができる。 

注意書：特定のプロジェクトに関連する SGEC ロゴマークの使用は、「製品上のロゴマーク使

用（オンプロダクト使用）」と見なされ、SGEC 附属文書 2-2「SGEC ロゴマーク使用要領」に基

づき行わなければならない。 

3-6-4 企画段階における認証原材料の含有率の告知及びロゴマークやラベル使用は、企画段階

において計算された予想認証率の主張を使用しなければならない。 

 

3-7 問題のある出処 

3-7-1 管理主体は、管理主体またはプロジェクト・メンバーを通じて、当該プロジェクトに供

給される非認証資材・製品が問題のある出処からのものでないことを確実にするためデューディ

リジェンスシステム（DDS）を実行しなければならない。 

3-7-2 問題がある出処に由来する非認証材のリスクを軽減するために、管理主体及びプロジェ

クト・メンバーは、SGECＣ文書4の「4」に従ってDDSを実行するために必要な情報を供給者から

取得する責任を負う。同「4」に従って、SGEC認証書を有する供給者によって「SGEC管理材」主

張が付された納入された非認証材については、リスク評価は不要である。 

3-7-3 管理主体は、管理主体またはプロジェクト・メンバーが直接納入した非認証製品のすべ

ての供給品に関するリスクマネジメントを実行する責任を負う。また、管理主体はリスクが「高」

として分類された場合は、続く第二者または第三者検証プログラムを実行する。管理主体は、プ

ロジェクト・メンバーを通じて納入された供給品に関して第二者または第三者検証プログラムを

実行することを許す契約またはその他の同意をプロジェクト・メンバーとの間に締結するべきで

ある。 

 

4．マネージメントの責任 

4-1 管理主体は、プロジェクト CoC の工程の正確な実行と維持を確実にするために、この規格

に従ってマネジメントシステムを構築することが求められる。マネジメントシステムは、プロジ

ェクト・メンバーによる行為もその対象範囲に含まれる。 
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SGEC文書 4の要求事項に関する責任範囲 

 

図１：SGEC文書 4の要求事項に関する責任範囲 

責任 管理主体 プロジェクト・メンバー 

5-3 パーセンテージ方式   

5-3-2 プロジェクトの定義／適用範囲 YES NO 

3 供給された原材料カテゴリーの確

認 

YES YES（自社が扱う供給品に関

して） 

5-3-3 認証率の計算 YES NO 

5-3-4 認証率の振替 YES NO 

6 販売と情報の伝達（ロゴ使用を含

む） 

YES NO 

4 問題のある出処 YES YES 

リスク評価 YES NO 

第２者、第３者検証 YES NO 

7 マネジメントシステムの要求事項   

7-2 管理責任 YES NO 

7-3 文書化された手順 YES NO 

7-4 記録の保持 YES NO（原材料の供給の記録を管

理主体に対し提供する） 

7-5 教育・研修 YES NO 

7-6 検査と管理 YES NO 

7-7 苦情 YES NO 

8 社会、保健、安全の要求事項 YES YES 

 

 

附則 2  

この改正文書は 2016年 1月１日から施行する。 
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参考資料 

 

SGEC 運用文書「5」-１ 

2014年4月1日制定 

                                                     

 

ＳＧＥＣグループ森林管理認証（地域認証）について(参考) 

 

序 

国内の森林所有形態は小規模零細であり、森林所有者にとって、限られた金銭収入に比べて過

大な森林管理費用の支弁、情報や知識の入手手段の限定、小規模な森林経営には遵守が困難な持

続可能性な森林管理基準の履行等が負担となっており、このことが森林管理認証を進める上で大

きな阻害要因となっている。 

今後、都道府県等地方公共団体の指導の下に、森林所有者が組織する団体(森林組合等)が中心

となって消費者・環境団体等の意見を聴きつつ、広域な認証森林の管理を行う協議会等、例えば

都道府県若しくは数市町村を含む広域地域の森林区域を管轄する協議会等による地域認証を適

正かつ効率的に進めていくことが、SGEC認証制度を普及させるうえで極めて重要であると考え

る。 

このような状況を踏まえ、現在、一般的に行われている個別の森林管理認証を代替するシステ

ムとして、「グループ森林管理認証の要件（SGEC 附属文書 2-4）」に基づき、地域森林所有者等の

グループ（加盟者）とグループの代表となる組織との間で、「単一の森林管理認証書」の下で行

う地域認証森林の管理について約定する「地域森林認証管理に関する協定書（別紙１ 参照）」

を締結することにより、森林管理認証によって生ずる金銭的な負担軽減や森林管理責任を加盟者

間で共有することを可能とするシステムを構築することとし、その推進によって円滑な森林管理

認証の普及・拡大に資することとする。この場合の、具体的な認証区域及びグループ主体と加盟

者については次の要件を満たすものとする。 

 

1 認証区域 

認証区域は、行政組織、若しくは法人格等を有するグループ主体によって、その法令若し

くは定款等において定める管轄区域を認証区域とする。具体的な区域の例としては、行政組

織の管轄区域及び森林計画区並びに流域、木材需給圏等が該当する。 

 

2 グループ主体と加盟者 

（1）グループ主体は、行政組織、若しくはその他の組織で、法令若しくは定款等において認証

区域内の森林管理について、SGEC森林管理認証要求事項の遵守に関して責任を負う旨を約定

している組織とする。具体的には、前記の要件を備える行政組織、地域林業活性化協議会、森
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林所有者等が組織する組合連合組織及びその他協議会・団体等（別紙２参照）がこれに該当す

る。 

（2）加盟者は、「１」の認証区域内に、森林の管理に関する法的権利（長期森林施業委託契約等

に基づく森林管理を含む。）を有し、その区域内で SGEC森林認証要求事項を実行する能力を有

する者で、森林管理認証の取得を希望する者とする。具体的には、都道府県及び市町村等の公

有林管理者、組合員との間で森林施業託契約等を締結し森林管理者としての要件を備える森林

組合、会社若しくは個人の森林所有・管理者等がこれに該当する。 

 

地域認証における組織体制のイメージは、次の構成になる。 

 

 

  

地域の構成者 グループ主体 

加盟者１ 

非加盟者１ 

加盟者 2 

加盟者 3 

非加盟者 2 

加盟者 4 

非加盟者 3 

協議委員会 

グループ主体の管轄区域 

協定書 
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別紙１ 

地域認証に関する協定の締結において約定するべき内容の例示 

 

本文書は、地域森林認証に参加を希望する地域森林所有者等のグループ（加盟者）とグループ

を代表してその管理の主体となる組織（グループ主体）との間で、地域認証森林（地域認証）の

管理体制を構築する上で必要なそれぞれの機能と責任に関する協定の締結において約定するべ

き内容を例示すものである。 

なお、加盟者とグループ主体は、協定書を締結するに当たり、その約定する内容については、

認証森林の適正かつ効率的・効果的な管理・運営の観点から地域の実態を十分勘案するものとす

る。 

 

第 1 名称 

協定書の名称は「地域認証森林管理に関する協定書」等とする。 

 

第 2 目的 

協定書の目的は、地域の森林について SGEC文書 3の「SGEC森林管理認証基準・指標・ガイ

ドライン（以下「FM 認証基準」という）を遵守した森林管理（以下「ＦＭ認証基準を遵守し

た森林管理」という）に関し、関係当事者間で遵守するべきそれぞれの機能と責任について

約定し、地域単位での効率・効果的な森林管理認証の取得と的確な認証森林の管理体制を構

築することとする。 

 

第 3 森林認証区域 

森林認証区域は、00 県の行政区域（若しくは 00 協議会の定款等で定める 00 区域）等実態

に応じて決定することとする。 

 

第 4 構成員 

構成員は、本文書第５に規定する「加盟者」と同第 6 に規定する「グループ主体」によっ

て構成されるものとする。 

 

第 5 加盟者 

加盟者は、認証区域の森林の管理に関する法的権利（森林所有者と長期森林施業委託契約

等の締結を含む。）を有し、その区域で FM 認証基準を遵守した森林管理を実行する能力を有

する者で森林管理認証の取得を希望する者とする。 

2 加盟者は前項の要件を満たす都道府県有林管理者、森林組合、市町村有林管理者、林業株式

会社、個人有林等とする。 
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第 6 グループ主体 

グループ主体は、行政組織若しくは法人格等を有する協議会・団体等で加盟者を代表して、

認証区域の森林についてＦＭ認証基準を遵守した森林管理に関して責任を負う組織とする。 

2 グループ主体は、前項の要件を満たすために、定款等において認証区域の森林に関してＦＭ

認証基準を遵守した森林管理を行うための指導・監督及び責任について約定し、これに必要な

知識・技術・経験を有する要員を配置する組織とする。 

3 グループ主体は、前各号の要件を満たす行政組織、都道府県森林組合連合会若しくは法人格

等を有する協議会・団体等とする。 

 

第 7 森林管理計画 

グループ主体及び加盟者は、FM 認証基準を遵守した森林管理の要求事項を満たす森林管理

計画を策定しているものとする。 

2 グループ主体は、加盟者に対して FM 認証を遵守した森林管理を効果的に実行するために必要

な指針と情報を提供するとともに、これに基づき加盟者が策定した次項に規定する森林管理計

画の提出を受け、これを取りまとめ認証区域全体の森林管理計画を策定するものとする。 

3 加盟者は、前項の指針と情報の提供を受け自らの森林管理計画を策定し、グループ主体に同

計画及び森林調査簿、施業履歴（５年間以上）等施業経過を証明するに必要な文書・記録等を

提出するものとする。 

 

第 8 認証森林の管理業務に関するグループ主体と加盟者の役割 

グループ主体は、グループ組織を代表して、認証機関等に対して関連要求事項への適合性

の確保について責任を持つとともに、認証機関等との関係において認証申請、契約、コミュ

ニケーション等の業務全般を行うものとする。 

具体的には次の業務を行うこととする。 

（1）グループとして、森林の一元的な管理・経営を行うために必要な管理体制・手順について

文書化していること。 

（2）グループとして、一元的な森林管理及び CoC 管理に当たるために必要なそれぞれのマニュ

アル等を策定し、これを加盟者に対し指導・研修を行い、その周知徹底を図ること。 

（3）認証の取得・維持等に必要な全ての加盟者の森林管理に関する実績及び CoC 管理に関する

実績等の情報を収集して、その適合性を評価し、適切に記録し、保管すること。 

（4）認証の取得・維持に必要な認証機関による認証審査、定期審査及びその他外部からの苦情・

問い合わせ等において、グループを代表して交渉や情報収集、申請事務、契約、関連要求事

項への対応に当たること。 

（5）地域の生物多様性保全に関する情報を専門家等の協力を得ながら収集・記録し、加盟者に

対して提供すること。 

2 加盟者は、グループ主体及び認証機関から求められる森林施業経過、法令遵守に関連するデ
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ータ及びその他の情報に関する要求に応えるとともに森林や関連施設への立ち入りを含め、全

面的な協力と支援を提供するものとする。 

 

第 9 認証の通知 

グループ主体は、加盟者に対し地域認証森林管理（地域認証）への加盟を確認する文書を

提供するものとする。 

 

第 10 内部監査とレビュー 

全加盟者の管理する認証森林については、FM 認証基準への適合性について認証機関による

認証審査と定期審査及びレビューの対象となり、年次内部監査プログラムの対象範囲に含ま

れることから、グループ主体は、グループ全体のＦＭ認証基準を遵守した森林管理への適合

に関する十分な信頼性を与えるため、「SGEC 附属文書 2-4-1年次内部監査プログラムに関する

要求事項」に基づき全加盟者の認証森林の管理について年次内部監査プログラムの実行とレ

ビューを行わなければならないものとする。 

2 前項の年次内部監査を適正に実施するために、グループ主体は 2～3 名の監査員の選任及び内

部監査委員会の設置を含めた内部監査体制・手順を定めるものとする。 

 

第 11 予防・是正措置 

グループ主体は、内部監査プログラムの実行とレビューの結果、必要な場合には加盟者の

森林管理について予防・是正措置を要求し、実施しなければならない。その場合不適合な管

理を行った加盟者は認証の対象範囲から除外する措置をとることができるものとする。 

2 加盟者は、グループ主体が前項の予防・是正措置を要求した場合は、これに基づく措置を行

わなければならないものとする。 

 

第 12 グループ組織の管理に関する手順の文書化 

グループ主体は、グループ組織のマネージメントに関する手順を別途文書化し、次の記録

を保持するものとする。 

（1）全認証区域及び加盟者毎の認証森林の位置 

（2）森林管理に関する実績及びその確認などを含む加盟者の認証森林等の情報 

（3）加盟者の森林について SGEC認証規格の関連要求事項への適合性・評価 

（4）年次内部監査プログラムの実行とレビュー及び予防・是正処置に関する報告・記録 

 

（協議委員会） 

第 13 協議委員 

グループは、認証森林管理の円滑な運営を行うために協議委員会を設置し、運営するもの

とする。 
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（1）委員長はグループ主体が指名する者とする。 

（2）委員は加盟者とする。 

（3）協議事項はＦＭ認証基準を遵守した森林管理及びその他関連する事案全般とす る。 

 

第 14 費用の負担 

森林管理認証費用等この協定で定めることを実施するに必要な経費の負担は協議委員会で

別途定めることとする。 

 

第 15 事務局の設置 

グループ主体は、地域認証森林管理に関する業務を推進するに必要な事務局体制を整備し

なければならないものとする。 

 

第 16 情報公開、個人情報の保護及び苦情処理 

グループ主体及び加盟者は、公正で開かれた活動を推進するため次の事項を行わなければ

ならないものとする。 

（1）活動状況を積極的に公開する。 

（2）業務上知り得た個人情報は保護する。 

（3）グループの活動により不利益を被った者は、苦情を申し出ることができる。苦情処理は協

議委員会において行う。 

 

第 17 その他の事項 

その他の必要な事項については協議委員会において協議するものとする。 
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別紙 2 

 

「2（1）」のグループ主体の定款等を定める場合の要件は下記による。 

 

記 

 

1 法的資格を有する機関がグループ主体となる場合は、当該機関の総会等の必要な手続きを経

て定款等に、グループ主体として地域認証森林の管理体制を構築するために次の職務を行う旨

を約定している者 

（1）SGEC文書 3の「SGEC森林管理認証基準・指標・ガイドライン」等を遵守した森林管理に関

する指導・監督 

（2）「SGEC 附属文書 2-4 グループ森林管理認証の要件」に基づき、関係当事者間によって地域

の認証森林を一体的に管理する体制の確立 

（3）SGEC森林管理認証審査（取得・更新）及び定期審査に係る業務 

（4）SGEC森林認証制度に係る調査・研究 

（5）SGEC森林認証制度の普及・啓発及びその他関連する事業 

 

2 前項以外の機関がグループ主体となる場合は,地域の認証森林の適切な管理を行うため、地域

の実態に応じた協議会若しくは団体等を設立し、定款等において前項と同様の事項について約

定している者 
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  「一般社団法人 緑の循環認証会議」 

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-4-3永田町ビル 4Ｆ 

    Email: info@sgec-eco.org HP:http://www.sgec-eco.org 
TEL： 03-6273-3358        FAX： 03-6273-3368 

 

「 緑と水の森林ファンド 」助成事業 

 


